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令和７年度第２回

東大阪市上下水道事業経営審議会

資料２

令和７年（２０２５年）１１月１８日

東大阪市上下水道局

水道総務部水道経営室企画課



１．ひがしおおさか水道ビジョンについて

２．中間見直しのたたき案について

目次および構成

第１章 ひがしおおさか水道ビジョン2030の中間見直しにあたって

第２章 前期計画期間の評価

第３章 東大阪の水道が目指す姿

第４章 実現方策を推進するための１８の施策

第５章 これからの水道事業経営の見通し

第６章 ひがしおおさか水道ビジョン2030の実施に向けて
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ひがしおおさか水道ビジョン2030
（令和３～12年度（2021～30年度））

中期実施計画2025
（令和３～7年度（2021～25年度））

中期実施計画2030
（令和８～12年度（2026～30年度））

５年 10年

ビジョン

事業実施

毎年度の進捗管理 毎年度の進捗管理

適宜ビジョン見直し
⇒今年度、中間見直し作業

ひがしおおさか水道ビジョンは、これからの東大阪の水道が目指す姿および目
標を設定した、本市水道事業計画の最上位に位置付けられる計画になります。

71の取組
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中
期
実
施
計
画
に
お
け
る
取
組

《 施策体系一覧 》
3つの将来像 8つの実現方策 18の施策 71の取組
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《 目次および構成 》

 第１章 ひがしおおさか水道ビジョン2030の中間見直しにあたって・・・P.1～P.4

 第２章 前期計画期間の評価・・・P.5～P.26
 中間見直しで新たに追加

 第３章 東大阪の水道が目指す姿・・・P.27～P.33

 第４章 実現方策を推進するための18の施策・・・P.34～P.87
 施策毎に見直しを実施

 第５章 これからの水道事業経営の見通し・・・P.88
 第３回審議会で提示予定

 第６章 ひがしおおさか水道ビジョン2030の実施に向けて・・・P.89～P.93
 管理指標（KPI）見直しによる修正

※P.●～P.●：資料３のページ番号
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《 第１章 ひがしおおさか水道ビジョン2030の中間見直しにあたって 》
資料３ P.1～P.4

 「中間見直しの趣旨」を掲載

 「位置づけ」「計画期間と目標年度」については修正なし

【第１章の内容】

１．中間見直しの趣旨

２．位置づけ

３．計画期間と目標年度
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《 第２章 前期計画期間の評価 》 資料３ P.5～P.26

 第２章は、中間見直し内容の基となる、中間見直しまでの前期計画期間（令和３
年度～令和７年度）の評価を示す形とした。

 評価については、東大阪市上下水道事業経営審議会での報告内容及び令和７
年度の見込みに基づき凡例のとおり評価を作成した。

数値目標あり 数値目標なし

◎ 100％ 予定通り達成

○ 80％以上100％未満 概ね達成

△ 80％未満 一部達成しているが遅れている

× 0％ 未実施

凡例
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《 第２章 前期計画期間の評価 》

◎以外の評価項目
については、評価の
理由を記載

管理指標（KPI）設定項目に
ついては、前期計画期間の
実績値、中間目標、最終目
標を記載
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 第３章は、修正なし

【第３章の内容】

１．基本理念

２．３つの将来像

３．８つの実現方策

４．１８の施策

５．施策体系

６．SDGs（持続可能な開発）への取組

《 第３章 東大阪の水道が目指す姿 》 資料３ P.27～P.33
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《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》 資料３ P.34～P.87

管理指標（KPI）
施策を取り巻く
社会状況

東大阪市の
現状と課題

今後の取組

 第４章の各施策毎の中身は、「施策を取り巻く社会状況」「東大阪市の現状と課題」
「今後の取組」「管理指標（KPI）」で構成

 見直し前からの修正箇所は緑色に着色

 本資料では、主な修正箇所について説明
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《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》

管理指標（KPI）

 「鉛製給水管率」について、令和６年４月改定の鉛管解消計画（第２版）及びこれ
までの実績を踏まえ、最終目標（R12）を当初3.1％から1.8％に引き下げた。
・・・（資料３ P.40） ⇒R12の目標値を引き続き検討

指標項目
現状
（R6）

最終目標
（R12 修正前）

最終目標
（R12 修正後）

鉛製給水管率 5.4％ 3.1％ 〔1.8 ％〕

施策② 鉛製給水管解消の推進

※鉛製給水管率＝（鉛製給水管使用件数/給水件数）×100
＝（9,822件/182,985件）×100＝5.4％（R6）

《 最終目標設定の考え方 》

 「鉛管解消計画（第２版）（令和６年４月改定）」のR12目標値を設定
＝（鉛製給水管使用件数/給水件数）×100
＝（3,382件/182,985件）×100＝1.8％（R12）

R12における件数の設定
根拠を整理し、最終目標
の修正につなげる
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《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》

 「未確認小規模貯水槽水道の調査」について・・・（資料３ P.42）

⇒【現在内容について検討中のため、第３回審議会で提示予定】

施策③ 貯水槽水道への指導・助言強化と直結給水の推奨

今後の取組

 管理指標（KPI）に設定している「小規模貯水槽水道点検率」の目標設定について
・・・（資料３ P.43）

⇒【現在内容について検討中のため、第３回審議会で提示予定】

管理指標（KPI）
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《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》

■再編推進事業の主要施設（水走配水場）の現状・課題

• 水走配水場は、平野部への配水、山麓部への送水及び市内全水道施設の集中監
視制御を行っており、本市配水量の約50％を占める最大かつ最重要の急所施設。

• 一方、昭和41年の供用開始から約60年が経過しているため、老朽化が進行してお
り、多くの施設は耐震性を有していない状況。

• 平時はもとより地震等災害時における水走配水場の機能停止は、市内配水に大き
な影響を及ぼすことが想定され、基幹施設・急所施設として水走配水場の全面的な
更新及び耐災害性の強化が必要。

施策④ 水道施設の最適な配置・規模での整備 重点施策重点施策

今後の取組

 「統廃合を含めた施設の最適配置及びダウンサイジング」に、水道施設の再編推進
（配水池及び浄水場等の統合整備）の概要を追加・・・（資料３ P.46～P.47 ）
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■整備の内容
• 水走配水場の整備にあたっては、水需要の減少に対応するためにﾀﾞｳﾝｻｲｼﾞﾝｸﾞ
した規模に見直すとともに、市内水道施設の最適な配置も見据えた統合配水場
として整備

《 整備方針 》
• 将来の水需要や耐災害性強化を踏まえた同一水源系統における４施設の
廃止を伴う水道施設の統合整備を実施する。

《 統合配水場の整備により廃止が可能となる施設 》
• 水走配水場、菱屋西配水場、石切低区浄水場、石切低区取水場

施策④ 水道施設の最適な配置・規模での整備 重点施策重点施策

水走配水場 菱屋西配水場 石切低区浄水場 石切低区取水場

58,400㎥ 9,800㎥ 3,000㎥ ---
配水池容量

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》
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施策④ 水道施設の最適な配置・規模での整備 重点施策重点施策

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》

水道施設再編事業の計画概要
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施策⑤ 水道施設の適切な更新・維持管理の推進

 上下水道施設の戦略的な維持管理・更新や鋳鉄管の解消に向けた「鋳鉄管
更新計画」を策定した旨を追加・・・（資料３ P.49）

 持続可能な上下水道システムの構築の実現に向けて、上下水道DXの推進が
必要である旨を追加

施策を取り巻く社会状況

 「計画的な管路の更新・保全」に、「鋳鉄管更新計画」に基づいた取組を追加
・・・（資料３ P.51）

• 老朽管については、策定した「鋳鉄管更新計画」に基づき解消を進めま
す。
特に緊急輸送道路下に埋設されている鋳鉄管については令和12年度ま
でに解消できるよう優先的に取り組みます。

今後の取組

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》
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 「配水池調査率」について、コンクリート製配水池（11機場）の点検を５年に１回す
ることとし、最終目標（R12）を当初目標より引き上げ・・・（資料３ P.53）

指標項目
現状
（R6）

最終目標
（R12 修正前）

最終目標
（R12 修正後）

配水池調査率 81.8％ 81.8％ 100.0％

定期的な調査を
実施

施策⑤ 水道施設の適切な更新・維持管理の推進

※配水池調査率＝（調査済施設数/コンクリート製配水池施設数）×100
＝（9機場/11機場）×100＝81.8％（R6）

管理指標（KPI）

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》
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 下記指標項目について、令和６年度までの実績を踏まえ、それぞれ最終目標（R12）
を当初目標より引き上げ・・・（資料３ P.57） ⇒R12の目標値を引き続き検討

指標項目
現状
（R6）

最終目標
（R12 修正前）

最終目標
（R12 修正後）

管路の耐震管率 19.4％ 24.3％ 〔24.7 ％〕

施策⑥ 水道施設の防災対策の推進 重点施策重点施策

管理指標（KPI）

※管路の耐震管率＝（耐震管延長/管路延長）×100＝（203.0km/1044.3km）×100＝19.4％（R6）

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》

《 最終目標設定の考え方 》

 管路の耐震化率について、これまでの実績を踏まえ、令和６年度時点における上振れ分
0.4ポイント（R6目標値：19.0％、R6実績値：19.4％）を既存目標に上乗せし、R12最終目標
を24.3％より24.7％へ引き上げ。

今後の投資を考慮したR12における管路更新延長を整理し、最終的な目標の修正につなげる
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指標項目
現状
（R6）

最終目標
（R12 修正前）

最終目標
（R12 修正後）

基幹管路の耐震適合率 57.1％ 65.3％ 〔68.4 ％〕

重要給水施設配水管路
の耐震適合率

40.6％ 54.4％ 〔55.8 ％〕

施策⑥ 水道施設の防災対策の推進 重点施策重点施策

※基幹管路の耐震適合率＝（耐震適合性のある基幹管路延長/基幹管路延長）×100
＝（24.8km/43.4km）×100＝57.1％（R6） ⇒R12の目標値を引き続き検討

※重要給水施設配水管路の耐震適合率＝（耐震化済重要給水施設配水管路延長/重要給水施設）×100
＝（35.9km/88.3km）×100＝40.6％（R6） ⇒R12の目標値を引き続き検討

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》

《 最終目標設定の考え方 》

 基幹管路の耐震適合率について、これまでの実績を踏まえ、令和６年度時点に
おける上振れ分の1/2の3.1ポイント（R6目標値：50.8％、R6実績値：57.1％）を、
既存目標に上乗せし、R12最終目標を65.3％より68.4％へ引き上げ。

 重要給水施設配水管路の耐震適合率について、これまでの実績を踏まえ、令和
６年度時点における上振れ分の1/2の1.4ポイント（R6目標値：37.7％、R6実績
値：40.6％）を既存目標に上乗せし、R12最終目標を54.4％より55.8％へ引き上げ。

今後の投資を
考慮したR12に
おける管路更新
延長を整理して、
最終的な目標
の修正につな
げる
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 厚生労働省から国土交通省への事務移管による影響を追加・・・（資料３ P.58）

• 水道事業が厚生労働省から国土交通省、環境省へ事務移管されたことに伴
い、災害復旧事業の手続きなど新たな制度に対応していく必要があります。

施策⑦ 危機管理体制の充実 重点施策重点施策

施策を取り巻く社会状況

東大阪市の現状と課題

 水源に関する危機管理について追加

• 本市には大きな水源がなく、大阪広域水道企業団からの受水に依存してい
ます。このため、受水先の水源に対する危機意識が浸透しにくい状況です。

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》
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施策⑨ 適切な資産管理の推進 重点施策重点施策

東大阪市の現状と課題

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》

 今後の水需要予測及び給水収益予測を追加・・・（資料３ P.63～P.64）

• 本市の人口は、この30年余り減少しており、その傾向は今後も続くものと予
想されます。また、人口の減少と併せて、水需要（有収水量：水道料金の対
象となる使用水量）も減少していく見込みです。

ビジョン中間見直しに
あたり、水需要予測の
見直しを実施

人口・水需要の推移

※ 財政収支見通しの検討には
低位推計結果（令和５年度
国立社会保障・人口問題研
究所の推計人口）を採用
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施策⑨ 適切な資産管理の推進 重点施策重点施策

東大阪市の現状と課題

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》

• 有収水量の減少による影響から、給水収益についても減少傾向となってい
ます。令和７年度の料金改定により、給水収益は一時的に上昇するものの、
以降は減少傾向が続くものと予測されます。

• 今後も安全な水を安定的にお届けするライフラインの機能を維持していくた
めには、このような給水収益の減少に対応していく必要があります。

給水収益の推移

今後、料金改定を行わな
かった場合の給水収益の
推移



- 23 -

 料金改定の実施を追加・・・（資料３ P.66）

• 令和６年11月の上下水道事業経営審議会からの答申を受け、令和７年10月から
約19％、令和10年４月から約８％の二段階での料金改定を市議会へ提案しました。

• 市議会での審議の結果、令和７年10月の約19％の改定については、水道事業の
財政状況や耐震化推進の必要性から緊急性が認められ、可決されました。

• 令和10年４月の約８％の改定については、国の補助金拡充の動きや物価上昇に
対する市民負担が考慮されたことから、現時点では見送られました。

 企業債残高について、現状の考え方に更新
• 給水収益に対する企業債残高（借金）の割合は、令和６年度末時点で270.8%です。
適切な施設更新のためには、資金確保のため一定の企業債の発行が必要となり
ますが、将来世代の負担が過大にならないよう企業債残高を適正に管理する必要
があります。

施策⑩ 必要な財源確保の推進 重点施策重点施策

東大阪市の現状と課題

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》
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 「給水収益に対する企業債残高の割合」について、上下水道事業経営審議会での
議論を踏まえ、水走配水場更新への投資期間については、一時的に500％まで許
容することとし、最終目標（R12）を、当初目標から引き上げ・・・（資料３ P.68）

指標項目
現状
（R6）

最終目標
（R12 修正前）

最終目標
（R12 修正後）

給水収益に対する
企業債残高の割合

270.8％ 350.0％以下 500.0％以下

事業推進のため
一時的に緩和

施策⑩ 必要な財源確保の推進 重点施策重点施策

管理指標（KPI）

※給水収益に対する企業債残高の割合＝（企業債残高/給水収益）×100
＝（21,312,360千円/7,868,803千円）×100＝270.8％（R6）

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》
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 内閣府の「PPP/PFI*推進アクションプラン（令和５年度改定版）」において、ウォー
ターPPPの活用が位置づけられた旨を追加・・・（資料３ P.74）

施策⑬ 広域連携・官民連携の推進 重点施策重点施策

施策を取り巻く社会状況

 大阪広域水道企業団との経営統合が否決された旨を追加

• 大阪府は、大阪広域水道企業団を核とした府域一水道を目指しており、現
在19団体が経営統合しています。本市においては令和７年度からの統合に
向けて協議を進めてきましたが、令和６年３月定例会での否決を受けて、経
営統合を見送りました。

東大阪市の現状と課題

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》

*PPP/PFI
PPPは、「Public Private Partnership」の略で、官民協力、官民協働をさす。
PFI（Private Finance Initiative）は、公共サービスの提供を民間主導で行うことで、
公共施設等の設計、建設、維持管理及び運営に、民間の資金とノウハウを活用し、
効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るという考え方である。
「小さな政府」を目指す行政改革の一環として、1992年にイギリスで導入された。
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施策⑬ 広域連携・官民連携の推進 重点施策重点施策

 「大阪広域水道企業団との統合を含む広域化の検討」について、現状に合わせ
た取組内容に修正・・・（資料３ P.76）

• 水道の基盤強化の有効策である「広域連携の推進」に向けた取組として、大
阪広域水道企業団をはじめとする府域の動向を注視しつつ、広域連携の在
り方や将来的な経営統合の可能性について、引き続き検討を進めていきま
す。

 「民間活力を利用した新たな発注方法の調査・実施」に新水道庁舎整備事業に
ついて追加

• 新水道庁舎整備事業ではPFI手法を採用し、令和７年３月に事業契約を締
結して事業を推進しています。今後は、この取組で得られた知見を他の事
業の検討にも活用していきます。

今後の取組

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》
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• 窓口サービスの一元化や電子化の推進とし
て、令和８年度からは管路情報を東大阪市
のウェブサイトに公開されている「e～まち
マップ」に掲載し、ウェブサイト上で閲覧可能
になる予定です。
また給水装置工事に関する手続きの電子化
を令和８年度から段階的に実施し、より満足
度の高い水道サービスの提供を推進します。

施策⑮ 水道サービス・手続きの充実

今後の取組

 「各種手続き・問合せ窓口の一元化・電子化の推進」に管路情報のウェブサイト
上への公開について追加・・・（資料３ P.81）

水道の管路情報を
公開予定

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》
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 「再生可能エネルギー発電（太陽光・マイクロ水力発電）導入の推進」について、
新水道庁舎整備事業における取組を追加

• 脱炭素社会の実現に向けて、新水道庁舎整備事業では、建物全体で高い
省エネルギー性能を確保する「ZEB Ready」認証の取得を予定しており、省
エネルギー化を進めています。

施策⑱ 環境へ配慮した事業の推進

今後の取組

 水道事業における脱炭素化について追加・・・（資料３ P.85～ P.86）

施策を取り巻く社会状況

 東大阪市では、脱炭素社会の実現に向け、2020年５月に「2050年ゼロカーボンシ
ティ」を表明した旨を追加

東大阪市の現状と課題

《 第４章 実現方策を推進するための１８の施策 》
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《 第６章 ひがしおおさか水道ビジョン2030の実施に向けて 》

管理指標（KPI） 現状
（R6）

最終目標
（R12 修正前）

最終目標
（R12 修正後）

優位性

鉛製給水管率 5.4％ 3.1％ 検討中 ↓

小規模貯水槽水道点検率 2.9％ 100％ 検討中 ↑

配水池調査率 81.8％ 81.8％ 100.0％ ↑

管路の耐震管率 19.4％ 24.3％ 検討中 ↑

基幹管路の耐震適合率 57.1％ 65.3％ 検討中 ↑

重要給水施設配水管路の
耐震適合率

40.6％ 54.4％ 検討中 ↑

給水収益に対する企業債
残高の割合

270.8％ 350.0％以下 500.0％以下 ↓

見直したKPI
資料３ P.91～P.93


